
                                土技第４８５号 

                            平成２６年１２月１７日 

（一社）熊本県建設業協会 

    会長 橋口 光徳 様 

                             熊本県土木部 

土木技術管理課長 

             コリンズ登録の徹底について（通知） 

工事請負代金が５００万円以上の工事については、受注、変更、完成及び訂正時の各段階

において、工事実績情報システム（CORINS）への登録を義務付けていますが、「登録が未

了のもの」や「登録内容が誤っている（又は不適切な）もの」が散見されます。 

つきましては、下記に留意のうえ、登録を徹底されますようお願いします。 

記 

１ 登録確認の徹底 

   ①受注・変更・完成・訂正の各段階における登録を徹底すること（登録が必要となっ

た日から１０日以内に登録）。 

   ②しゅん工検査時に登録機関が発行する「登録内容確認書」を検査員に提示すること。 

２ 登録にあたっての留意事項 

   ①登録にあたっては、内容の誤りや漏れがないよう十分にチェックすること。特に、

工事名、工期、金額、工種、工事概要、配置技術者の氏名及び従事期間等について

は、正確な内容となっていることを確認すること。 

   ②契約工期より早く実施しゅん工を迎えた場合の従事期間は、実際の従事期間とする

こと。 

※別添の「コリンズ工種、工法・型式一覧」を参考に登録してください。 

                               土木技術管理課 

                                坂本・山本 










